
審 議 経 過

＜検討委員会＞

回 開催月日 審議内容等

１ 平成30年度 ・ 委嘱・任命、委員長の選出等

12月17日（月） ・ 高校教育改革の実施状況について

・ 検討テーマについて

・ 今後のスケジュールについて

・ 小規模校の在り方について

２ ２月４日（月） ・ 小規模校の在り方について

３ 令和元年度 ・ 高校教育の質的充実について

６月20日（木）

４ 11月18日（月） ・ これまでのＷＧ会議における検討のまとめ

５ １月31日（金） ・ これまでの審議のまとめ

・ 「今後の県立高校の在り方について－「第２期高

」 （ ）」校教育改革推進計画 の策定に向けて－ 報告
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＜ワーキンググループⅠ会議＞

回 開催月日 審議内容等

１ 平成30年度 ・ 委嘱・任命、座長・副座長の選出等

12月17日（月） ・ 高校教育改革の実施状況について

・ 検討テーマについて

・ 今後のスケジュールについて

・ 小規模校の在り方について

※第１回検討委員会と同時開催

２ ２月４日（月） ・ 小規模校の在り方について

※第２回検討委員会と同時開催

３ 令和元年度 ・ 高校教育の質的充実について

６月20日（木） ※第３回検討委員会と同時開催

４ ７月30日（火） ・ 高等学校等の適正規模・適正配置について

・ 普通高校及び専門高校の在り方について

・ 定時制課程・通信制課程の在り方について

５ 10月７日（月） ・ 高等学校等の適正規模・適正配置について

・ 普通高校及び専門高校の在り方について

・ 定時制課程・通信制課程の在り方について

６ 11月18日（月） ・ これまでのＷＧ会議における検討のまとめ

※第４回検討委員会と同時開催

７ 12月17日（火） ・ 男女共学について

・ 公立高校入学者選抜について 等

８ １月31日（金） ・ これまでの審議のまとめ

・ 今後の県立高校の在り方について－「第２期高「

」 （ ）」校教育改革推進計画 の策定に向けて－ 報告

※第５回検討委員会と同時開催

＜ワーキンググループⅡ（受入定員専門部会）会議＞

回 開催月日 審議内容等

１ 令和元年度 ・ 委嘱・委任、座長・副座長の選出等

９月３日（火） ・ 公私協調の在り方について

・ 定員設定の考え方について

２ 10月31日（木） ・ 公私協調の在り方について

・ 定員設定の考え方について

・ これまでの検討のまとめ
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群馬県高校教育改革検討委員会設置運営要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は 「群馬県高校教育改革検討委員会」の組織及び運営等に関し、必要、
な事項を定めるものとする。
（設置）

第２条 「高校教育改革推進計画」の着実な推進及び「第２期高校教育改革推進計画」の
、 、策定に係り 本県高校教育の一層の充実に向けた諸課題と今後の在り方を検討するため

「群馬県高校教育改革検討委員会 （以下「委員会」という）を設置する。」
（所掌事務）

第３条 委員会は、本県高校教育の改革に関する次の事項について、総合的に検討し、そ
の結果を教育委員会に報告するものとする。
一 高校教育の質的充実に関すること
二 高等学校等の適正規模・適正配置に関すること
三 普通高校及び専門高校等の在り方に関すること
四 定時制課程・通信制課程の在り方に関すること
五 小規模校の在り方に関すること
六 男女共学に関すること
七 入学者選抜制度に関すること
八 その他高校教育改革に関すること
（組織等）

第４条 委員会は、委員２０名程度で組織する。
２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。
一 学識経験者
二 小・中・特別支援・高等学校教職員
三 ＰＴＡ関係者
四 その他委員として適当と認められる者
（任期）

第５条 委員の任期は、２年以内とする。
２ 欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
（委員長、副委員長）

第６条 委員会は、委員の互選により、委員長及び副委員長を定める。
２ 委員長は、委員会の会務を総理する。
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
（会議）

第７条 委員会の会議は教育長が招集し、委員長がその会議の議長となる。
（ワーキンググループ等）

第８条 委員会に、委員長の指示を受けて調査研究を行うため、ワーキンググループを置
く。

２ ワーキンググループの委員は、教育長が委嘱又は任命する。
３ 第５条の規定は、ワーキンググループについて準用する。
（意見の聴取）

第９条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を聞く
ことができる。
（幹事）

第 条 委員会、ワーキンググループにそれぞれ幹事を置く。10
２ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
３ 幹事は、委員会またはワーキンググループの所掌事務について委員を補佐する。
（庶務）

第 条 委員会の庶務は、教育委員会事務局高校教育課において処理する。11
（その他）

第 条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別12
に定める。
附 則

この要綱は、平成３０年１１月２７日から施行する。
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